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新型コロナウイルス感染症に係る彦根市立中学校の部活動について（通知） 

 

 彦根市立中学校の部活動については、令和 3年 2月 8日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染

拡大に係る彦根市立中学校の部活動について」により、3 月 7 日まで制限を設けたところですが、近隣府県

の緊急事態宣言が解除された状況を踏まえ、運動部活動、文化部活動ともに、下記のとおりとします。 

つきましては、生徒、保護者および貴校関係教職員に周知するとともに、引き続き感染症対策に十分留意

の上、適切に対応願います。 

 なお、今後の感染状況により、部活動における活動内容に変更が生じる場合があります。 

 

記 

 

 １ 緊急事態宣言の対象区域での活動や対象区域の属する学校との活動は不可とする。ただし、滋賀県中

学校体育連盟主催の大会・滋賀県吹奏楽連盟および中部日本吹奏楽連盟主催の大会は可とする。 

 ２ 上記の場合以外は、可能な限り感染症対策を行った上で、合宿や泊を伴う活動を含め通常の活動を可

とする。 

  

※留意事項等  

(ア) 部活動の実施に当たっては、生徒の健康安全を第一に考慮して、地域の感染状況に応じて実施内容や

方法を工夫するとともに、活動の実施について十分検討する。  

(イ) 発熱・咳・倦怠感などの症状がある場合は、参加を見合せるよう繰り返し指導するとともに、平素か

ら健康観察に努めること。  

(ウ) 活動への参加に当たっては、保護者の理解を得た上で、生徒に無理をさせることがないよう特に配慮

すること。  

(エ) 県・市や各競技団体等のガイドライン、また、大会等の主催者や施設管理者等のガイドラインに即し

た感染防止対策の遵守を徹底すること。  

(オ) 練習試合や合同練習等、複数校で交流する活動に参加する場合は、事前に交流先や主催者等との連携

を図り、会場・更衣室等の換気状況や飲食時の対応などを十分に確認した上で、適切に対応すること。 
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